
旧緊急時避難準備区域で事業を再開された企業・個人事業主の皆様へ 

◎ 税制優遇措置を受けるために必要な手続きの期限が、 

 平成２６年９月２９日までとなっております。（避難対象雇用者等雇用の場合） 

 避難解除区域等※においては、福島復興再生特別措置法等に基づき、対象となる
事業者に所得税・法人税等の特例制度が措置されています。 

 

 そのうち、旧緊急時避難準備区域（注）で事業再開の方が、避難対象雇用者等を雇
用した場合の特例に必要な手続きの期限は、平成２６年９月２９日（月）までとなっ
ておりますので、期限内に福島県知事の確認を受けられますようお願いします。 

※ 避難解除区域等・・・避難解除区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域 

（注）「旧緊急時避難準備区域」 
 ・・・第一原発から概ね２０～３０㎞圏内 
 

〈対象となった区域〉 ※概念図      内 
   ○ 田村市（一部） 
   ○ 南相馬市（一部） 
     ○ 楢葉町（一部） 
     ○ 川内村（一部） 
     ○ 広野町（全域） 
 

〈避難指示が出されていた期間〉 
 平成２３年４月２２日～平成２３年９月３０日 
 

詳しくは、パンフレット『優遇税制のご案内』をご覧ください。 
ご不明な点があれば、裏面の窓口へお問い合わせください。 

福 島 県 

この解除の日から３年を経過する日（平成
２６年９月２９日）までに、確認を受ける必
要があります。 

避難指示区域等 確認手続きの期限 

旧緊急時避難準備区域 平成２６年９月２９日 

避難指示
解除準備
区域 

田村市 
都路地区 

平成２９年３月３１日 
（平成２６年４月１日解除） 

その他 避難指示解除から 
３年経過日まで 

居住制限区域 避難指示解除から 
３年経過日まで 

帰還困難区域 制度対象外 



会津若松税務署 会津若松市城前１－８２ ０２４２－２７－４３１１ 

いわき税務署 いわき市平字菱川町６－３ ０２４６－２３－２１４１ 

喜多方税務署 喜多方市字中島７５１３－３ ０２４１－２４－５０５０ 

郡山税務署 郡山市等前町２０－１１ ０２４－９３２－２０４１ 

白河税務署 白河市中田５－１ ０２４８－２２－７１１１ 

須賀川税務署 須賀川市東町９６ ０２４８－７５－２１９４ 

相馬税務署 相馬市中村字曲田９２－２ ０２４４－３６－３１１１ 

田島税務署 南会津郡田島町田島字寺前甲
２９３９－２ 

０２４１－６２－１２３０ 

二本松税務署 二本松市亀谷１丁目２９ ０２４３－２２－１１９２ 

福島税務署 福島市森合町１６－６ ０２４－５３４－３１２１ 

県北地方振興局県税部 福島市中町１－１９中町ビル ０２４－５２３－４６９８ 

県中地方振興局県税部 郡山市葉山１丁目１－１ ０２４－９３５－１２５１ 

県南地方振興局県税部 白河市昭和町２６９ ０２４８－２３－１５１７ 

会津地方振興局県税部 会津若松市追手町７－５ ０２４２－２９－５２５１ 

南会津地方振興局県税部 南会津郡南会津町田島字根小
屋甲４２７７－１ 

０２４１－６２－５２１３ 

相双地方振興局県税部 南相馬市原町区錦町１－３０ ０２４４－２６－１１２６ 

いわき地方振興局県税部 いわき市平字梅本１５ ０２４６－２４－６０３２ 

県北地方振興局県税部 福島市中町１－１９中町ビル 事０２４－５２３－４６９８ 
不０２４－５２３－４６９９ 

県中地方振興局県税部 郡山市葉山１丁目１－１ 事０２４－９３５－１２５１ 
不０２４－９３５－１２５４ 

県南地方振興局県税部 白河市昭和町２６９ ０２４８－２３－１５１７ 

会津地方振興局県税部 会津若松市追手町７－５ 事０２４２－２９－５２５１ 
不０２４２－２９－５２５４ 

南会津地方振興局県税部 南会津郡南会津町田島字根小
屋甲４２７７－１ 

０２４１－６２－５２１３ 

相双地方振興局県税部 南相馬市原町区錦町１－３０ ０２４４－２６－１１２６ 

いわき地方振興局県税部 いわき市平字梅本１５ 事０２４６－２４－６０３２ 
不２０４６－２４－６０３３ 

≪事業税・不動産取得税の申請手続≫         事：事業税 不：不動産取得税 

≪国税（所得税・法人税）の特例措置の内容≫ 

≪確認申請先≫ 

電話によるお問い合わせの場合は、自動音声に合わせて「０」を選択 


